
平成18年（2006年）8月１０日

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/

（ 2 ）

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　市は、来年４月採用予定の事務職（高校卒、身体障害者）

と消防職（高校卒、短大等卒）を募集します＝下表参照。　

　募集要項・申込書は、８月１０日から、事務職は人事課、

消防職は消防局総務課と各消防署で配布するほか、市のホ

ームページ（アドレスはページ下参照）の「アウトライン

西宮」の中の人事情報サイトからもダウンロードできます

（ただし、高校卒業見込みの人は、学校所定の統一応募用

紙を使用）。

　申込は、８月２１日から３１日まで（土・日曜を除く）の午前

８時４５分から午後５時半の間に、申込書など必要書類を、事

務職は人事課（市役所本庁舎５階�０７９８・３５・３５４９）、消防
職は消防局総務課（消防局庁舎３階�０７９８・２６・０１１９）へ。
　試験は９月１７日に、事務職は市役所東館で、消防職は西

宮市職員会館で行います。

募集の内容
別表〈医療費の負担割合と１カ月の自己負担額〉注１

上
２
１
３
万
円
未
満
で
あ
る
場

合
▽
②
収
入
合
計
が
、
２
人
以

上
の
場
合
は
５
２
０
万
円
以
上

６
２
１
万
円
未
満
、
１
人
の
場

合
は
３
８
３
万
円
以
上
４
８
４

万
円
未
満
で
あ
る
場
合　

※
た

だ
し
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書

　

「
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

方
」
の
区
分
に
該
当
す
る
人
の

中
で
、
平
成　

年
１８

８
月
１
日
以
降
、

次
に
該
当
す
る
世

帯
に
つ
い
て
、
２

年
間
の
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
負
担
割
合
は

前
記
同
様　

月
以

１０

降
３
割
に
な
り
ま

す
が
、
１
カ
月
の

自
己
負
担
限
度
額

は「
一
般
」区
分
と

同
様
の
扱
い
と
な

り
ま
す
。

　

対
象
は
、
老
人

保
健
法
医
療
受
給

者
ま
た
は
同
じ
世

帯
に
属
す
る　

歳
７０

以
上
の
人
で
、
①

　

年
度
市
県
民
税

１８課
税
標
準
額
が
年

額
１
４
５
万
円
以

　

負
担
割
合
は
、
所
得
に
応
じ

て
異
な
り
ま
す
（
別
表
参
照
）。

　

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
ま

た
は
同
じ
世
帯
に
属
す
る　

歳
７０

以
上
の
人
の
中
で
、
平
成　

年
１８

度
市
県
民
税
課
税
標
準
額
が
年

額
１
４
５
万
円
以
上
の
人
が
い

る
場
合
、
そ
の
世
帯
は
「
一
定

以
上
の
所
得
が
あ
る
方
」
の
区

分
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の
場
合

の
負
担
割
合
は
９
月
ま
で
は
２

割
、　

月
以
降
は
３
割
に
な
り

１０

ま
す
。

　

た
だ
し
、「
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
る
方
」
の
区
分
に
該
当

す
る
人
で
も
、　

歳
以
上
の
人

７０

お
よ
び
老
人
保
健
で
医
療
を
受

け
る
人
の
収
入
合
計
が
２
人
以

上
で
５
２
０
万
円
未
満
、
１
人

で
３
８
３
万
円
未
満
の
人
は
、

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
（
確

定
申
告
書
等
の
必
要
書
類
を
添

付
）
の
提
出
に
よ
り
、
負
担
割

合
が
１
割
の
「
一
般
」
区
分
に

な
り
ま
す
。

　

市
は
、
老
人
保
健
法
医
療
の

負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
人

に
、
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付

し
ま
し
た
。
負
担
割
合
が
変
更

に
な
ら
な
い
人
は
、引
き
続
き
、

今
ま
で
お
持
ち
の
受
給
者
証
で

受
診
で
き
ま
す
。

　

問
合
せ
は
医
療
助
成
グ
ル
ー

プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１

５
４
）
へ
。

　

１
カ
月
あ
た
り
の
医
療
費
の

支
払
い
総
額
が
、
上
別
表
の
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

超
過
分
は
、
市
か
ら
「
高
額
医

療
費
」と
し
て
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

還
付
を
受
け
る
に
は
、
「
老

人
保
健
高
額
医
療
費
支
給
申
請

書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
該

当
者
に
は
、
市
か
ら
申
請
書
を

送
付
（
受
診
し
て
３
カ
月
〜
４

カ
月
後
）
し
ま
す
の
で
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
請

求
権
は
２
年
で
時
効
に
）。
事

前
に
申
請
書
を
提
出
し
て
お
く

と
自
動
的
に
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
は
、
医
療
助
成
グ
ル
ー

プ
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）、
各

支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
な
ど
へ
。
認
め
印
、
老
人
保

健
法
医
療
受
給
者
証
、
振
込
み

先
金
融
機
関（
郵
便
局
を
除
く
）

の
口
座
番
号
等
が
確
認
で
き
る

も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

（
領
収
書
等
の
添
付
は
不
要
）。

　

問
合
せ
は
医
療
助
成
グ
ル
ー

プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１

５
４
）
へ
。

　

市
は
、
平
成　

年
８
月
１
日

１８

か
ら
１
年
間
有
効
の
「
老
人
医

療
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
（
以
下
「
減

額
認
定
証
」
）
を
該
当
者
に
送

付
し
ま
し
た
。
入
院
中
ま
た
は

入
院
す
る
場
合
は
、
必
ず
減
額

認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
適
用
区
分
ご
と

の
一
部
負
担
金
・
食
事
標
準
負

担
額
は
次
の
と
お
り
で
す
（
左

上
別
表
も
参
照
）。

　

ま
た
、
有
効
期
限
が
７
月　
３１

日
ま
で
の
減
額
認
定
証
を
も
っ

て
い
た
人
で
、
８
月
１
日
以
降

の
交
付
に
つ
い
て
手
続
き
が
必

要
な
人
に
案
内
文
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
市
県
民
税
非
課
税
世

帯
に
属
す
る
人
で
、
手
続
き
が

ま
だ
の
人
は
、
健
康
保
険
証
・

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
・

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
医
療
助

成
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク
タ
西
宮
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
（
平
成　

年
１
月
１
日
現

１８

在
、
市
外
に
住
民
登
録
を
し
て

い
た
場
合
は
問
合
せ
を
）。問
合

せ
は
医
療
助
成
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
１
５
４
）へ
。

　

【
一
部
負
担
金
な
ど
】

　

①
適
用
区
分
が
「
低
所
得
区

分�
」
…
対
象
は
、
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
お
よ
び
世
帯
員
全

員
が
市
県
民
税
非
課
税
で
、
そ

の
世
帯
各
人
の
所
得
が
０
円
に

な
る
人
（
年
金
所
得
は
控
除
額

を　

万
円
と
し
て
計
算
）、
ま

８０
た
は
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
▽

外
来
一
部
負
担
金
…
１
カ
月
の

限
度
額
８
０
０
０
円
▽
入
院
一

部
負
担
金
…
１
カ
月
の
限
度
額

１
万
５
０
０
０
円
▽
食
事
標
準

負
担
額
…
１
食
１
０
０
円

　

②
適
用
区
分
が
「
低
所
得
区

分�
」
…
対
象
は
、
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
お
よ
び
世
帯
員
全

員
が
市
県
民
税
非
課
税
で
あ
る

人
▽
外
来
一
部
負
担
金
…
１
カ

月
の
限
度
額
８
０
０
０
円
▽
入

院
一
部
負
担
金
…
１
カ
月
の
限

度
額
２
万
４
６
０
０
円
▽
食
事

標
準
負
担
額
…
１
食
２
１
０
円

（
入
院
日
数
が
過
去
１
年
間
に

通
算　

日
を
超
え
た
場
合
、
申

９０

請
に
よ
り
１
食
１
６
０
円
に
）

※
た
だ
し
、「
老
年
者
に
係
る

住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
」

に
よ
り
、
平
成　

年
８
月
か
ら

１８

２
年
間
の
経
過
措
置
あ
り
。
世

帯
の
中
で
申
請
者
は
非
課
税
で

あ
る
が
、
申
請
者
以
外
の
世
帯

員
が
課
税
者
に
な
っ
た
場
合
で

も
、
そ
の
課
税
者
す
べ
て
が　
１７

年
１
月
１
日
現
在　

歳
以
上
で
、

６５

合
計
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
に
は
非
課
税
者
は

「
低
所
得
Ⅱ
」
と
し
て
適
用

　

市
は
、
平
成　

年
４
月
か
ら
自
転
車
駐
車
場
（
市
内　

箇
所
。

１７

６４

来
春
１
箇
所
増
設
予
定
）
の
管
理
・
運
営
に
指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
し
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
新
た
に
３
年
間
管
理
・
運
営
を
行
う

１９

指
定
管
理
者
（
法
人
ま
た
は
団
体
）
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
要
項

の
配
布
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
募
集
に
つ
い
て
は
８
月

　

日
か
ら
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
ペ
ー
ジ
下
参
照
）

１８に
も
掲
載
し
ま
す
。
詳
し
く
は
交
通
安
全
対
策
課
（
市
役
所
本
庁

舎
６
階�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
９
８
）
へ
問
合
せ
を
。

　

【
募
集
要
項
等
の
配
布
】
８
月　

日
〜
９
月
８
日
に
同
課
で

１８

　

【
申
込
期
間
】
９
月　

日
〜　

日

１５

２２

　

市
は
、
う
ら
盆
供
物
の
特
別

受
取
り
を
、
８
月　

日
の
午
後

１５

５
時
か
ら
７
時
半
（
甲
山
墓
園

は
７
時
）
ま
で
行
い
ま
す
。
費

用
は
無
料
。

　

受
取
場
所
は
、
六
湛
寺
公
園

（
市
役
所
本
庁
舎
東
向
か
い
）、

各
支
所
（
甲
東
支
所
は
新
幹
線

高
架
下
６
号
遊
園
…
松
籟
荘
５

番
）
、
久
保
町
集
会
所
、
満
池

谷
墓
地
管
理
事
務
所
、
甲
山
墓

園
、
上
田
墓
地
で
す
。
い
ず
れ

の
場
所
も
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
果
物
な
ど
食
物
は

控
え
て
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
は
環
境
衛
生
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
０
０
０
２
）

へ
。

　

市
は
、
西
宮
市
旅
館
業
等

審
査
委
員
の
任
期
が
平
成　
１８

年
９
月　

日
ま
で
で
あ
る
こ

３０

と
か
ら
、
次
期
委
員
を
選
任

す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
う
ち

１
人
に
つ
い
て
一
般
公
募
し

ま
す
。

　

西
宮
市
旅
館
業
等
審
査
会

は
学
識
経
験
者
５
人
で
構
成

し
、
旅
館
業
や
パ
チ
ン
コ
店

・
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
の
風

俗
営
業
に
使
用
す
る
建
築
物

の
建
築
に
対
し
て
市
長
が
同

意
を
行
う
に
あ
た
り
、
審
査

・
助
言
を
行
い
ま
す
（
会
議
は

不
定
期
に
開
催
。
出
席
委
員
に

対
し
、
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支

給
）。

　

【
対
象
】
平
成　

年　

月
１

１８

１０

日
現
在　

歳
以
上　

歳
未
満
の

２０

７３

市
内
在
住
・
在
勤
者
で
、法
律
、

経
済
、
建
築
、
都
市
計
画
、
教

育
な
ど
審
査
会
に
関
連
す
る
分

野
の
学
識
経
験
を
有
す
る
人

※
本
市
の
他
の
審
議
会
等
委
員
、

市
職
員
、
市
議
会
議
員
を
除
く

　

【
任
期
】
委
嘱
の
日
か
ら
平

成　

年
９
月　

日
ま
で

２０

３０

　

【
応
募
方
法
】
所
定
の
申
込

書
に
「
西
宮
市
の
ま
ち
づ
く
り

と
風
俗
営
業
な
ど
の
建
築
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
小
論
文
（
Ａ
４
サ
イ
ズ

の
用
紙
で
８
０
０
字
〜
１
２
０

０
字
程
度
）を
添
え
て
、郵
送
か

Ｅ
メ
ー
ル
で
８
月　

日
〜　

日

１０

２５

（
消
印
有
効
）に
環
境
都
市
推
進

グ
ル
ー
プ
（
〒
６
６
２�
８
５

６
７
六
湛
寺
町　
�
３
市
役
所

１０

本
庁
舎
８
階�
０
７
９
８
・
３

５
・
３
８
１
８
Ｅ
メ
ー
ルk

a
n

h
o
z
e
n
@
n
ish
i.o
r.jp

）
へ
。

持
参
も
可
。
選
考
に
よ
り
決
定

　

※
申
込
書
は
同
グ
ル
ー
プ
で

配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
ペ

ー
ジ
下
参
照
）
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
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市県民税（普通徴収）

　必ず納期限までに納付を�納付は

便利な口座振替で�問合せ先…課税

については市民税グループ（０７９８・
３５・３２１４）、納税については納税グ
ループ（０７９８・３５・３２８７）

　納税通知書は８月１０日に発送�問

合せ先…県尼崎県税事務所（０６・
６４８１・４１７５）

第２期分
納期限　８月31日

個人事業税
第１期分

納期限　８月31日

高校卒の事務職・消防職など

来年４月採用予定の

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募市職員を募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
負担割合が変更になった人に

老人保健法医療受給者証
　　　　　　を発行

市県民税非課税世帯の該当者に

限度額適用・標準負担額
　　減額認定証を送付
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ま

委
員
を
１
人
公
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ま
すす

うら盆供物の
  特別受取り
8月15日に市内各所で

指定管理者制指定管理者制度度

自己負担限度額 
入院・世帯 （世帯単位） 

７万 ２ ３ ０ ０ 円＋（医療費－ ３ ６ 万 
１ ５ ０ ０ 円）×１％ （注２） 
８ 万 １ ０ ０ 円 ＋ （ 医 療 費 － ２ ６ 万 
７ ０ ０ ０ 円）×１％ （注２） 

４万 ２ ０ ０ 円 

４万 ４ ４ ０ ０ 円 

１万 ５ ０ ０ ０ 円 
２万 ４ ６ ０ ０ 円 

（注１） １カ月＝月の１日から末日ま で 
（注２） 過去 １ ２ カ月間に４回以上、世帯で の高 額 医 療 費 の 支 給 が あ っ た 場 合 は、４回 目 以 降 は４万 ２ ０ ０ 

円（ １ ０ 月以降は４万 ４ ４ ０ ０ 円） 

外来 （個人単位） 

４万 ２ ０ ０ 円 

４万 ４ ４ ０ ０ 円 

１万 ２ ０ ０ ０ 円 

８ ０ ０ ０ 円 

負担割合 

２割 

３割 

１割 

１割 

平成 １ ８ 年 
９月まで 
平成 １ ８ 年 
１ ０ 月以降 
平成 １ ８ 年 
９月まで 
平成 １ ８ 年 
１ ０ 月以降 

区分 

一定以上の所 
得がある方 

一般 

低所得区分 Ⅰ 

低所得区分 Ⅱ 

定員 

２人 

１人 

２人 
程度 

※基本給月額は経歴等によ り異なる場合があります 

基本給月額 

１ ６ 万 ４ ２ ８ ７ 円 
ほかに諸手当あり 

大卒… １ ９ 万 ３ ２ ８ ５ 円、 
短大・高専・専門学 
校卒… １ ７ 万 ７ ７ ６ ２ 円、 
高校卒… １ ６ 万 ４ ２ ８ ７ 円 
ほかに諸手当あり 

短大・高専・専門学 
校卒… １ ８ 万 ８ ２ １ ８ 円、 
高校卒… １ ７ 万 ５ ８ ２ １ 円 
ほかに諸手当あり 

対 象 

昭和 ６ １ 年４月２日以降生まれで、 平成 １ ８ 
年度中に高等学校を卒業ま たは卒業見込み 
の人。定時制・通信制課程 の場合は、昭和 
５ ７ 年４月２日以降生まれで、 平成 １ ８ 年度中 
に高等学校を卒業または卒 業見込みの人 

次のすべての要件を満たす 身体障害者 
①昭和 ５ ３ 年４月２日以降生まれの高 等学校 
以上を卒業した人か平成 １ ８ 年度中に卒業見 
込みの人 
②身体障害者手帳の交付を 受けている人 
③自力で通勤できる人（市 外在住者も可） 
④活字印刷文の出題に対応 できる人 

昭和 ５ ８ 年４月２日以降生まれの短 期大学 
等を卒業した人か平成 １ ８ 年度中に卒業見込 
みの人、または昭和 ６ ０ 年４月２日以降生ま 
れの高等学校を卒業した人 か平成 １ ８ 年度中 
に卒業見込みの人。いずれ の場合も次の身 
体要件を満たす人。 
①両眼とも視力 ０ ． ８ （矯正視力を含む） 以上。 
矯正視力の人は裸眼視力が ０ ． １ 以上 
②赤・青・黄色の識別がで きること 
③聴力、 言語、 運動機能等に障害がないこと 
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要
書
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）
を
提
出
し
た
場
合
の

み
適
用老人保健法医療での

  高額医療費の還付

申請書の提出はお早めに


